
事 務 連 絡 

令 和 ３ 年 1 0 月 20 日 

 

各都道府県・指定都市教育委員会高等学校担当課 

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 専 修 学 校 担 当 課 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 ・ 専 修 学 校 担 当 課 

附属学校を置く各国公立大学法人附属学校担当課  御中 

高等学校を設置する構造改革特別区域法第 12 条第１項の認定を受けた 

各 地 方 公 共 団 体 担 当 課 

厚 生 労 働 省 医 政 局 医 療 経 営 支 援 課 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 

 

文部科学省初等中等教育局参事官（高等学校担当）付 

文 部 科 学 省 総 合 教 育 政 策 局 生 涯 学 習 推 進 課 

総 務 省 情 報 流 通 行 政 局 情 報 流 通 振 興 課 

 

高齢者に対するデジタル活用に係る学習機会の提供に係る協力について（依頼） 

 

 

 平素より、高等学校教育及び専修学校教育に係る施策の推進について御理解と御協

力を賜り、ありがとうございます。 

 政府においては、デジタル社会の実現に向け、「誰一人取り残さない、人に優しいデ

ジタル化」を基本方針に掲げ、様々な事業に取り組んでいるところですが、行政手続

のオンライン化など、社会全体のデジタル化が進められる中、デジタル技術を使いこ

なせる方々と、そうではない方々の「デジタル格差」の解消が重要な政策課題となっ

ており、各地方公共団体に対しても積極的な取組をお願いしているところです。 

 また、第 10 期中央教育審議会生涯学習分科会の議論の整理（令和２年９月）にお

いても、新しい時代の学びの在り方の一つとして、特に高齢者などの世代や地域等に

よってデジタル・ディバイド（インターネットやパソコン等のＩＣＴ機器を利用でき

る者と利用できない者の間に生じる格差）が生じないように、地方公共団体や社会教

育施設、企業、民間団体等が連携して、情報活用能力を習得できるよう学習機会を充

実することが必要であるとされています。 

 

 こうした中、総務省では令和２年度補正予算において「利用者向けデジタル活用支

援員推進事業」を措置し、全国約 1,800箇所以上でデジタル活用支援に係る講習会等

を実施し、本年度から令和７年度までの５年間で述べ 1,000万人の参加を目指し、他

府省・地方公共団体・教育機関・ＮＰＯ法人等と連携し、国民運動として若い世代が

高齢者に教えること等の幅広い取組を積極的に促していくとしており、本年６月から、
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オンラインによる行政手続やサービスの利用方法等に対する助言・相談等の対応支援

を行う「講習会」を、全国において本格的に実施しています。さらに本年６月に閣議

決定された「経済財政運営と改革の基本方針 2021」においても、支援の仕組みの充実

を図る旨に言及されており、令和４年度概算要求において高齢者等に向けたデジタル

活用支援の一層の推進を図るための予算を計上しています。 

 総務省が同事業の実施団体（以下「事業実施団体」という。）に対して示したガイド

ラインにおいては、講習会等の支援員やそのアシスタント等として、携帯電話事業者

等に限らず、様々な属性の方に協力を呼びかけることが推奨され、高等学校（中等教

育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。）や専修学校(以下「高等学校等」

という。）の生徒も想定されているところであり、生徒にとっても、学校以外の場にお

いて体験的な活動に取り組むことは、自らの在り方生き方を考える契機にもなるもの

です。 

 ついては、下記について御理解、御協力をいただきますようお願い申し上げます。 

 また、各都道府県・指定都市教育委員会高等学校担当課におかれては所管の高等学

校及び高等学校を設置する域内の市区町村教育委員会（指定都市教育委員会を除く。）

に対し、各都道府県教育委員会専修学校担当課におかれては所管の専修学校に対し、

各都道府県私立学校・専修学校担当課におかれては所轄の高等学校及び学校法人、専

修学校に対し、国公立大学法人におかれては附属の高等学校等に対し、高等学校を設

置する構造改革特別区域法（平成 14年法律第 189号）第 12条第１項の認定を受けた

各地方公共団体担当課におかれては所轄の高等学校及び学校設置会社に対し、厚生労

働省におかれては所管の専修学校に対し本事務連絡の趣旨について周知いただくよ

うお願いします。 

 

記 

 

１．事業実施団体から、各教育委員会等や各高等学校等に対し、講習会等の周知や、

支援員やアシスタントへの生徒の採用その他の連携協力の要請があった場合には、

デジタル社会実現に向けた意義や教育的効果も踏まえて、連携協力されたいこと。 

  なお、総務省が事業実施団体に示したガイドラインにおいては、受講者や支援員・

アシスタントの健康を守るため、事業実施団体において感染症対策を実施すること

を求めるとともに、支援員やアシスタントの募集に当たっては、応募する方に対し

て、活動の内容や頻度、報酬の有無等について事前に情報を提供し、特に生徒等に

協力を呼び掛ける際には、事業実施団体において、その役割と責任をあらかじめ明

確に示すとともに、必要以上に事務的な負担や経済的な負担（交通費や保険料等）

がかからないことを明らかにするよう求めているところである（別添５参照）。 

 

２．高等学校等の生徒が、利用者向けデジタル活用支援員推進事業における講習会等

の支援員やアシスタント等の活動に主体的に取り組む場合には、活動計画書や活動
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レポートの提出などによる事前・事後の適切な指導・評価の上で、学校教育法施行

規則第 98 条第３号における「ボランティア活動等の単位認定」又は専修学校設置

基準第 11条第１項及び第３項、平成 11年 10月 25日文部省告示第 184号における

「ボランティア活動等の単位認定」として学校長が単位を認定することも可能であ

ること。なお、高等学校における単位認定にあたっては「高等学校等における学校

外学修の単位認定について（通知）」（平成 29年５月９日 29初初企第 4号）等に記

載されている事項に留意の上、適切な運用を図ること。 

 

【添付資料】 

別添１ デジタル・ガバメント実行計画（令和２年 12月 25日 閣議決定）（抄） 

別添２ 第 10期中央教育審議会生涯学習分科会の議論の整理（令和２年９月）（抄） 

別添３ 経済財政運営と改革の基本方針 2021 （令和３年６月 18 日閣議決定）（抄） 

別添４ デジタル活用支援推進事業について 

別添５ 利用者向けデジタル活用支援員推進事業デジタル活用支援実施ガイドラ 

イン 第 1.1 版（令和３年６月）（抄） 

別添６ 参考条文【高等学校関係】 

別添７ 参考条文【専修学校関係】 

 

  
【本件担当】 

（高等学校等について） 

文部科学省 初等中等教育局参事官（高等

学校教育担当）付 

電話：03-5253-4111(内線 3705)    

E-mail：koukou@mext.go.jp  

 

（専修学校について） 

文部科学省 総合教育政策局生涯学習推進

課 専修学校教育振興室 

電話：03-5253-4111(内線 2915)    

E-mail：syosensy@mext.go.jp 

 

（デジタル活用支援推進事業について） 

総務省情報流通行政局情報流通振興課情報

流通高度化推進室 デジタル活用支援ライ

ン 

電話：03-5253-5494 

E-mail：digital-katsuyo@ml.soumu.go.jp 
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別添１ デジタル・ガバメント実行計画（令和２年 12月 25日 閣議決定）（抄） 

 

10 デジタルデバイド対策（◎全府省） 

 デジタル化は、国民生活の利便性が向上し、行政機関や民間事業者等の効率化に資

する、データの資源化と最大活用、安全・安心、ユニバーサルデザインを考慮した設

計等を前提とした人に優しいデジタル化である必要がある。 

 社会全体のデジタル化を進めるに当たり、デジタル技術の利活用により、年齢、障

害の有無、性別、国籍、経済的な理由等にかかわらず、誰も取り残さない形で、全て

の国民にデジタル化の恩恵を広くいきわたらせていく環境の整備に取り組むことが

必要である。そのためには、デジタル機器に不慣れな方でも容易に操作できる UI（ユ

ーザーインタフェース）の設計や、外国人利用者向けの申請画面等の多言語化など、

利用者目線で、かつ、利用者に優しい行政サービスを実現することが重要である。 

 このため、デジタル手続法では、国の行政機関等に対し、行政のデジタル化に当た

っては、デジタルデバイドの是正を図るために必要な施策を講ずる義務を課している。 

また、技術の進展により、個々人がコンピュータを使いこなす能力を身につけなくて

も、テレビ電話での相談や、音声認識による対話形式での入力等によりデジタルデバ

イドが解消できる可能性がある。このようなデジタルサポートという発想への転換を

図っていくことも重要である。 

 デジタルデバイド対策に関する取組としては、例えば、総務省において、オンライ

ンによる行政手続・サービスの利用方法について、高齢者等が身近な場所で相談や学

習を行えるようにする「デジタル活用支援員」について、2020年度（令和２年度）中

に検討及び実証事業を行い、2020年度（令和２年度）中に開始する。あわせて、ＮＰ

Ｏや地域おこし協力隊など地域の様々な主体と連携した地方公共団体による地域住

民に対するきめ細かなデジタル活用支援についても、支援員の枠組みを活用しつつ、

促進する。また、障害者等が行う行政手続については、更なる負担軽減を図るため、

内閣官房、内閣府及び厚生労働省は、マイナポータルを通じたオンライン申請手続の

拡充に向けて検討を行い、2021年度（令和３年度）以降、順次対応する。民間手続に

おいても、障害者の負担軽減や均等な機会の提供のため、オンラインによる施設等の

障害者割引入場券の予約・購入等への対応について、民間事業者等に対して要請を行

う。 

 加えて、行政組織内部でのデジタルデバイド対策に取り組むことも重要である。例

えば、行政機関における障害者雇用の推進においては、画面読み上げソフト、音声認

識ソフトなどのデジタル技術の活用を検討するなど、必要な設備の整備等に取り組む

ことが重要である。 

 以上を踏まえ、各府省は、行政のデジタル化に当たっては、全ての国民にデジタル

化の恩恵を届けることができるように、デジタルデバイド対策に取り組む。 
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別添２ 第 10 期中央教育審議会生涯学習分科会の議論の整理（令和２年９月）（抄） 

 

２．新しい時代の生涯学習・社会教育の広がりと充実に向けて 

（１）基本的な考え方 

①新しい時代の学びの在り方 

○  以上のような現状等を踏まえると、新しい時代の生涯学習、特に身近な地域にお

ける社会教育の学びの在り方として、以下のような方向性や姿が考えられるのでは

ないか 

（中略） 

・  また、この新しい技術の活用について、特に高齢者などの世代や地域等によって

デジタル・ディバイドが生じないように、地方公共団体や社会教育施設、企業、民

間団体等が連携して、Society5.0 に対応する情報活用能力を習得できるよう学習

機会を充実することが必要である。 
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別添３ 経済財政運営と改革の基本方針 2021（令和３年６月 18 日閣議決定）（抄） 

 

２．官民挙げたデジタル化の加速 

 デジタル時代の官民インフラを今後５年で一気呵成に作り上げる。デジタル庁を核

としたデジタル・ガバメントの確立、民間のＤＸを促す基盤整備を加速し、全ての国

民にデジタル化の恩恵が行き渡る社会を構築する。 

（３）デジタル人材の育成、デジタルデバイドの解消、サイバーセキュリティ対策 

 社会全体で求められるデジタル人材像を共有して先端技術を担う人材等の育成・

確保を図るため、経済界や教育機関等と協力して、教育コンテンツやカリキュラム

の整備、実践的な学びの場の提供等を行うデジタル人材プラットフォームを構築し、

地方におけるデジタル人材育成の取組とも連携する。さらに、ＩＰＡ（独立行政法

人情報処理推進機構）が、経済界との協力を含む体制整備を行い、各種デジタル人

材のスキルを評価する基準を作成する。 

 全国の大学・高等専門学校・専門学校等において数理・データサイエンス・ＡＩ

教育の充実や、デジタル関連学部や修士・博士課程プログラムの拡充・再編を図る

こととし、モデルカリキュラムの普及、国際競争力のある分野横断型の博士課程教

育プログラムの創設、ダブルメジャー等を推進する。デジタル人材の裾野拡大のた

め、職業訓練と教育訓練給付のデジタル人材育成への重点化を図ることとし、デジ

タル関連プログラムの拡充等の強化を行う。 

 「誰一人取り残さない」という理念の下、「デジタル・ガバメント実行計画」に基

づき、ＩＴリテラシーやスキルの底上げ・再生などのデジタルデバイド対策を推進

する。特に地域で育成したデジタル人材を積極的に活用し、デジタル活用に不安の

ある高齢者等にオンラインサービスの利用方法等に関して講習会・出前講座48等の

助言・相談を行うとともに、行政窓口等でのサポートに努めるなど、支援の仕組み

の充実を図る。生活困窮者のデジタル利用等の実態を把握し、必要な支援策を検討

する。生体認証技術等を活用した簡便なオンライン上の本人確認の仕組みの普及促

進を図る。 

 さらに、健全な情報通信社会の実現に向けて不可欠なサイバーセキュリティ対策

の強化のため、政府の次期サイバーセキュリティ戦略を 2021 年中に策定する。加

えて、サイバー攻撃に対応する技術開発、人材育成、産学官連携拠点の形成を図る。

また、関係府省庁、電気通信事業者等重要インフラ事業者による積極的なセキュリ

ティ対策を推進するほか、サイバーセキュリティに係るサプライチェーンリスクへ

の対策を強化する。 

 

  

                                                      

48 地方自治体等と連携し、公民館等の身近な公共的な場所で高齢者等のデジタル活用を支援する

講習会。 
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用
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別添５ 利用者向けデジタル活用支援員推進事業デジタル活用支援実施ガイドライ

ン第 1.1版（令和３年６月）（抄） 

 

第４章 講習会等の実施にあたってのルール 

４－７．感染症対策の実施 

 講習会等を実施するにあたって、受講者や支援員・アシスタントの健康を守るた

め、感染症への対策を行うようにしましょう。感染症まん延の状況に応じて、例え

ば、受講者間の離隔距離を十分にとる、受講者数をあらかじめ制限する、受講者に

熱がある場合・体調が優れない場合等には来場しないよう指示する、受講者・支援

員・アシスタントに対して検温する、マスクの着用を義務付ける、講習会等の開始

前にアルコールで手の除菌をする等の対策を適切に講じてください。講習会等を開

催する地域の地方公共団体の定める感染症対策のガイドライン等を事前によく確

認し、内容に従うようにしてください。 

 なお、感染症対策の観点からは、オンライン形式の講習会等の実施も有効です

（「４－２．講習会等の実施要件 （１）全国展開型（類型 A）及び（２）地域連携

型（類型 B） ＜１コマとして計上可能な講習会等について＞ c. オンライン形式の

講習会」及び「５－３．オンライン形式の講習会の実施フロー」も参照。）。 

 

第５章 講習会等の実施運営方法 

 講習会等の運営にあたって必ず守るべき事項については、「第４章 講習会等の実

施にあたってのルール」に記載した通りです。本章では、より効果的な講習会等を

円滑に開催するための実施フロー等の推奨事項や実施フローの各項目における実

施・運営に関してのノウハウ等を記載しています。 

（２） 体制構築（※「地域連携型」の事業実施団体向け。） 

 地域連携型の事業実施団体において、体制構築にあたっては、地方公共団体（都

道府県・市区町村）と連携できる体制をとってください。また、複数の者で連携し

て事業を実施する場合には、団体間で認識の違いが生じることを防ぐため、体制構

築を行う際に事業参画にあたっての問題意識を共有することも重要となります。 

 支援員・アシスタント（以下この章において「支援員等」と表記します。）を募集

する場合には、応募する方に対して、活動の内容や頻度、報酬の有無等について事

前に情報を提供してください。特に報酬の有無については、支援員等の勤務先の副

業規制に抵触する場合があるため、十分に注意しましょう。支援員等の募集は、自

治体広報誌への記事の掲載や、公共施設でのチラシの設置、SNS での発信等が有効

です。時間や費用の関係で広報を行うことが難しい場合は、事業に関心がある方に

直接声をかけることも効果的です。支援員等の採用にあたって選考を行う場合は、

スマートフォンに関する基礎的な知識だけでなく、熱意や相手に対する接し方、教

え方のスキル等も見極めることが望ましいでしょう。 
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実例からのヒント：様々な属性の方に支援員等としての協力を呼びかけ 

 

支援員等を募集する際、特定の属性に固執すると十分な人数の支援員等を確保で

きないことも考えられます。支援員等として、中高年の方以外に、学生（※）や子

育て中の主婦の方が活躍している事例もあります。様々な世代と交流できることに

より、支援員相互のモチベーション向上につながったとの報告もあります。 

様々な属性の方に協力を呼び掛ける場合は、周知を行う媒体を工夫することも有

効です。例えば、子育て世帯にアプローチするため、教育委員会経由で幼稚園や学

校にチラシを配布することによって、多くの協力者が集まった事例があります。 

※大学生や高校生、専門学校生等に協力を呼びかける際には、事業実施団体にお

いて、その役割と責任をあらかじめ明確に示すとともに、必要以上に事務的な負担

や経済的な負担（交通費や保険料等）がかからないことを明らかにすることが必要

です。また、学長や校長の判断により、学校外での活動を単位として認定すること

ができる仕組みもあるため、大学や教育委員会等と連携して運用していくことによ

り、参加へのインセンティブとすることも考えられます。 
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別添６ 参考条文【高等学校関係】 

 

○学校教育法施行規則（昭和 22年文部省令第 11号） 

第九十八条 校長は、教育上有益と認めるときは、当該校長の定めるところにより、

生徒が行う次に掲げる学修を当該生徒の在学する高等学校における科目の履修と

みなし、当該科目の単位を与えることができる。 

三 ボランティア活動その他の継続的に行われる活動（当該生徒の在学する高等学

校の教育活動として行われるものを除く。）に係る学修で文部科学大臣が別に定

めるもの 

 

（参考）高等学校学習指導要領（平成 30年告示）解説（総則編）粋 

第５章 単位の修得及び卒業の認定 

４ 学校外における学修等の単位認定 

 学校教育法施行規則等において，次のような，学校外の学修等について単位認定

を可能とする制度が設けられている（【別表】参照）。 

（５） ボランティア活動等の単位認定 

 学校外の活動として，①社会福祉施設等においてボランティア活動を行った場

合，②企業，工場や農家等において就業体験活動を行った場合，③各種のスポー

ツ活動や文化に関する活動において顕著な成績をあげた場合，それを自校の科目

の履修とみなし，単位の修得を認めるものである。単位認定に当たっては，各学

校の判断により，その学修成果に対応する科目の一部又は全部の単位として認め

ることもでき，また，増加単位として認定することもできる。 

 

【別表】 

制度 根拠規定 制度の概要 

⑤ボランティア活

動等の単位認定 

学校教育法施行規

則第 98 条第３号 

平成 10 年文部省

告示第 41 号第３

項 

学校外におけるボランティア活動，

就業体験活動，スポーツ又は文化に

関する活動に係る学修で一定の要件

を満たすものを自校における科目の

履修とみなし，当該科目の単位を与

えることのできる制度 

（②〜⑤を合わせて 36 単位まで） 
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別添７ 参考条文【専修学校関係】 

 

○専修学校設置基準（昭和 51年文部省令第２号） 

（専修学校以外の教育施設等における学修） 

第十一条 専修学校の高等課程においては、教育上有益と認めるときは、専修学校

の定めるところにより、生徒が行う高等学校又は中等教育学校の後期課程におけ

る科目の履修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該高等課程における授

業科目の履修とみなすことができる。 

３  専修学校の専門課程においては、教育上有益と認めるときは、専修学校の定め

るところにより、生徒が行う大学又は短期大学における学修その他文部科学大臣

が別に定める学修を、当該専門課程における授業科目の履修とみなすことができ

る。  

 

○専修学校が授業科目の履修とみなすことができる学修（平成 11 年文部省告示第

184号） 

 専修学校設置基準（昭和五十一年文部省令第二号）（以下「省令」という。）第十

条第一項及び第三項の規定により、専修学校が授業科目の履修とみなすことができ

る学修を次のように定める。 

 なお、改正前の省令第九条第二項の規定により、別に定めることとされた学修を

定める件（平成六年文部省告示第八十三号）は廃止する。 

１  省令第十条第一項の別に定める学修は、次に掲げる学修とする。 

六 継続的に行われる活動（当該生徒の在学する専修学校の教育活動として行わ

れるものを除く。）のうち、次に掲げる学修で、専修学校において、当該専修学

校教育に相当する水準を有すると認めたもの 

  イ ボランティア活動、就業体験その他これらに類する活動 

   ロ スポーツ又は文化に関する分野における活動で顕著な成果をあげたもの 

２ 省令第十条第三項の別に定める学修は、１に掲げるもののほか、次に掲げる学

修とする。 

一 高等専門学校の課程における学修で、専修学校において、専門課程における

教育に相当する水準を有すると認めたもの 

二 大学の専攻科における学修 

三 短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修 
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